
「スポーツで健康・体力・生きがいづくり事業（スポーツイベント開催）」 

業務委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

 「スポーツで健康・体力・生きがいづくり事業（スポーツイベント開催）」業務委託 

 

２ 業務目的 

県民だれもが、性別、年齢、経済的事情、地域事情等、それぞれが置かれた状況に応じ

て、気軽にスポーツに親しみながら、スポーツの楽しさや体を動かす大切さに気付き、今

後のスポーツ活動につながるようなスポーツイベントの開催を目的とする。 

 

３ 委託期間  委託締結日から令和９年１月１５日まで 

 

４ 委託団体数 １団体 

 

５ 事業内容 

  事業の実施においては、以下の⑴～⑵の内容を実施する。 

 ⑴ スポーツイベントの開催（１回） 

   県民誰もが、性別、年齢、経済的事情、地域事情等に関係なく、スポーツを楽しむこ

とができるイベントを開催する。 

① 日時・場所 令和８年１１月２９日（日） 午後１時から午後４時まで 

          宮崎県総合運動公園内 ひなた木の花ドーム 

  ② 協力団体  宮崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

          その他、スポーツ提供団体 

⑵ 総合型地域スポーツクラブの周知・広報活動 

展示や体験ブース等の設置を行い、県内にあるスポーツ提供団体（総合型地域スポー

ツクラブ）の宣伝を図る。 

※「⑴スポーツイベント開催、⑵周知広告」について、詳細は、別紙を参考にすること 

 

６ 対象経費等 

人件費、諸謝金、借損料、印刷製本費、消耗品費、雑役務費 

 

７ 成果品等の提出 

(1) 事業報告書 

(2) 収支精算書 

 

８ その他留意事項 

  本仕様書に明記のない事項については委託業者と主催者及び総合型地域スポーツクラ

ブ連絡協議会で協議の上、決定することとする。 

 



「スポーツで健康・体力・生きがいづくり事業（スポーツイベント開催）」 

委託業務詳細 

 

項目 内        容 

参
加
申
込 

１ 参加申込フォームの作成 

２ 参加申込み手続き・集約 

３ 参加者名簿の作成 

【留意事項】 

（１）参加申込フォームは QR及び URLとし、項目については、以下のとおりとする。 

  ① 氏名・年齢（複数入力可） 

  ② 緊急連絡先（「※緊急連絡時に使用します」の注意書き） 

  ③ メールアドレス（申込完了返信用） 

（２）自然災害・感染症等でのイベント中止連絡 

（３）参加料は徴収しない 

（４）肖像権取扱いの承諾 

周
知
・
広
告 

１ チラシの作成（カラー※申込 QR及び URL、会場及び駐車場案内図記載） 

２ テレビ・ラジオ・SNS等を活用した広告 

【留意事項】 

（１）チラシについては、電子データ(PDF)とし、送付については、県教育委員会で行う。

※配付先について要相談 

（２）テレビ・ラジオ・SNS等を活用した広告については、予算内でできる範囲とする。

※要相談 

会
場
設
営
・
撤
去 

１ 会場の設営（機器借用含む） 

２ 会場の撤去 

【留意事項】 

（１）会場設営は令和８年１１月２９日（日）午前８時～正午とする。 

（２）机、椅子等は、木の花ドームのものを使用することとし、レンタル等はしない。 

（３）設営については、以下のとおりとする。 

  ① ステージの設置はなし 

   １階フロアで自由に活動できるようにする。 

  ② 音響の設置 

イベント司会用音響機材セット、会場内 BGM等。 

  ③ 受付・総合案内の設置 

   当日参加者用の受付・資料等配付、総合案内の設置。 

  ④ 立て看板（入り口）の設置 

   イベントタイトルが入った立て看板を設置する※サイズは以後検討 

  ⑤ ブースの設営については、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会のスッフと相

談し、連携を図りながら行うこと。 

（４）撤去については、以下のとおりとする。 

  ① 令和８年１１月２９日（日）イベント終了後、すべての設置物等を当日中に撤

収すること。※午後４時イベント終了予定 

別紙 



イ
ベ
ン
ト
運
営 

１ イベント内容の企画 

２ ＭＣ・出演者等の依頼 

３ 運営管理（タイムスケジュール、台本作成等） 

４ スポーツ体験コーナーの設置（ブース） 

【留意事項】 

（１）スポーツに関心や親しみがもてるような内容を企画すること。 

（２）総合型地域スポーツクラブ連絡協議会のスタッフが運営するスポーツ体験ブース

を設営すること。 

（３）総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の周知・広告宣伝が図れるようなブースを

設置すること。※総合型地域スポーツクラブ連絡協議会と協議し、内容について

は検討すること。 

（４）総合型地域スポーツクラブ連絡協議会以外に、スポーツに関する団体や企業のブ

ースについては、予算内であれば設置可能とする。 

（５）参加賞やブースのスタンプラリー、抽選会といった、プレゼント企画を行うこと。 

（６）イベント開催にあたり、傷害保険に加入すること。 

謝
金
関
係 

１ 協力団体への謝金支払 

２ イベントに係る出演者等への謝金支払 

【留意事項】 

（１）総合型地域スポーツクラブ連絡協議会への支払については、積算書に提示する金

額とすること。 

そ
の
他 

１ 明記のない事項については、委託業者と主催者及び総合型地域スポーツクラブ連絡

協議会とでその都度協議し、決定すること。 

２ 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会との協議については、県スポーツ協会を窓口

とすること。 

３ 本イベントにおける担当者を配置すること。 

４ 会場借用（予約）については、県で行うため必要なし。 

 

見積基準価格設定額 １，５００，０００円（税込） 

 

 


